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マンションに関係する法律
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具体的事例Ａ（近鉄住宅管理株式会社）

1.  近鉄は大規模修繕工事の元請けを狙うが、当ＮＰＯがコンサルタント業務を

受託したことで「現役員の解任」を企てる。

2.  近鉄は反理事会派のクーデター（現役員の解任総会１/５請求）を支援

（狙いは当ＮＰＯのコンサル契約の破棄）

3.  区分所有法や適正化法の違反を注意した理事長に、近鉄住宅管理・大阪南支

店・村田副支店長は「管理規約や管理委託契約の何条に支援の禁止が書かれ

ているのか？調べてから電話してこい」と罵詈雑言を浴びせる。

管理会社は管理組合運営に干渉できるのか？
★私的自治の原則（区分所有法３０条）
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具体的事例B 近鉄の非合法行為

▍管理委託契約違反とコメント

・委託契約２１条は契約終了の３ヵ月前に更新の申出を規定

・更新条件が整わない場合は、管理業務に支障をきたさないように暫定契約書の締結を推奨

・管理業務に支障をきたさないために、暫定契約期間の協議も推奨

▍ 近鉄が取った行動

５月３１日の契約満了日の９日前に、唐突に近鉄は３ヵ月間の暫定契約を申し出る。

▍ 混乱する管理組合

近鉄に管理業務を一括管理させていた管理組合は狼狽する。
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リプレースで最も時間を要する事項

▍リプレース所要期間

管理会社選考期間 ：約３ヵ月

管理会社引継ぎ期間：約３ヵ月

※一般的に、新管理会社の管理員等の雇用開始は総会承認後。

また、彼らの教育期間も設けなくてはならないので１か月間の猶予は必要。

▍組合員の管理費等の引落し

管理費等の引落しが各組合員の銀行口座の場合は総会承認後１～２カ月が必要。

同じファイナンスを利用している場合は総会承認後は簡単に引き継げる。

▍設備保守業者の引継ぎ

一括管理の各種設備保守業者の手続きは難しい。

分散管理は比較的簡単
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マンション管理適正化法とは
自立管理で賢いマンション管理を！！

マンション管理はセルフサービスである。フルサービス（例ホテル）ではない。

管理会社に丸投げにしたい管理組合へ注意喚起する適正化法 → Ｂto Ｂ

適正化法の改正（五段階評価）は管理会社へ丸投げ管理を意味する。

管理組合が自立化しないとマンションは管理会社の賃貸化になる！

管理組合が変われば管理会社も変わる

「マンションは管理を買え」とは？

マンション管理のカスタマイズ化
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マンション管理適正化法の目的

マンション管理の業務の見える化、コストの見える化

管理委託契約書や各種の委託業務・請負契約書の精査

（例）委託管理と自立管理

▍委託管理
管理組合は管理会社に管理業務を丸投げ
管理会社が修繕や保守業務を元請け

▍自立管理
管理組合が各業者に委託・請負契約を締結
マネジメントの活用？コンサルタントの利用？

事 務 管 理 業 務

管 理 員 業 務

日 常 清 掃 業 務

建物・設備点検業務

遠 隔 監 視 業 務

そ の 他
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マンション管理適正化法の改正

■ 効果

地方公共団体が一歩踏み込み、よりマンション管理に関与できるようになる

■ 背景・必要性

令和2年6月24日改正
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地方公共団体の助言・指導とは？

地方公共団体は、必要に応じて管理適正化のための助言や指導を行い、管理組合
の管理・運営が著しく不適切な時は勧告を行うことが出来る

▍具体的な事例

・管理組合の実態がない

・管理規約が存在していない

・管理者などが定められていない

・集会（総会）が開催されていない
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マンション管理業協会の本音？
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管理会社の５段階評価の問題点

管理

自らを自らが評価する！！
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管理会社の５段階評価

■ 概要

マンション管理会社が評価項目に従って、管理組合を評価する

管理体制関係 組合収支会計

建築・設備 耐震診断関係

生活関連

■ 評価項目及び評価指標 特に秀でた管理状態

適切な管理状態である

管理状態の一部に問題あり

管理状態に問題あり

管理不全の恐れあり

評価
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委託管理か？自立管理か？

委託管理のメリット

•管理会社への丸投げと輪番制理事制度は表裏一体の関係

•役員は難解なマンション管理を学習する必要がない。

•毎年の管理組合は淡々と運営される。

委託管理のデメリット

•経費削減に必要な業務の見える化・コストの見える化は不可能。

•マネジメントに必要不可欠なイノベーションは生まれない。

•分譲マンションは管理会社の賃貸マンション化になる。
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自立管理の業務フロー（管理会社あり）
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自立管理の業務フロー（管理会社なし）
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